
令和６年１１月１日 
 

 
 

 
  

パートナーシップ宣誓制度に関する連携を拡大します 

～11月１日、全国 169自治体と新たに連携開始～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークへの加入   

（１）福岡県及び県内パートナーシップ宣誓制度導入を実施する全ての市町が加入 

      （６市３町:北九州市、福岡市、直方市、田川市、古賀市、福津市、粕屋町、香春町、苅田町） 

（２）連携開始日  令和６年１１月１日 

（３）連携自治体  別添１（１６９自治体） 

（４） 規 約     別添２（パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク規約） 

 

２  連携内容 

既に宣誓された方が、連携する自治体間で転居する際に、転入自治体で改めてパートナー 

シップを宣誓することなく、継続申告書、転出自治体で交付されている受領証及び転入が確認

できる書類を提出することで、転入自治体から新たな受領証が交付される。なお、本町の包括

連携の自治体間における転居の際は、宣誓者が自治体間連携ネットワーク又は包括連携の手

続きのどちらかを選択することができる。 

 

 

 

 

 

 

担当課：総務課男女共同参画係 

直通  ：0947-32-8407 

内線  ：218 

香春町では、性の多様性を認め合い、性的指向や性自認にかかわらず、人生を

共にしたい人と安心して生活できるまちを目指し「香春町パートナーシップ宣

誓制度」を実施しています。 

現在、福岡県と、転居等をした場合の継続利用及びサービスの相互利用に関

する包括連携を行っています。 

このたび、令和６年１１月１日に全国の宣誓制度導入自治体間の連携を図る

「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入し、宣誓者の転

居に伴う手続きの負担軽減による更なる制度の利便性向上を図ります。 
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① 転出した宣誓者は、継続を申告。「転

出自治体受領証」を転入自治体に提出 

 

 ① 転出者は、転出自治体に「継続利用届」

を提出 
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② 転入自治体は、宣誓者に受領証（転

入自治体受領証）を交付 

③ 転入自治体は、転出自治体に宣誓者

の氏名等を暗号化して通知 

 

 

 

② 転出自治体は、転入自治体に宣誓者の転

居件数を通知 
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・転出自治体への「受領証の返還手続」が

不要 

・転入自治体への「再度の宣誓」「独身証

明書の提出」が不要 

 

・転出自治体への「受領証の返還手続」が不

要 

・転入自治体への「再度の宣誓」「独身証明

書の提出」「住民票の提出」が不要 

 
 

 転出した宣誓者は、「転出自治体受領証」

を継続利用できる。 

 
 

 協定締結する自治体内で提供される行政

サービスが利用可 
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